
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

１４ 単なるアレルギー性鼻炎に対するインタール点眼液の投与について 

 

《平成２９年９月２５日》 

 

○ 取扱い 

 

単なるアレルギー性鼻炎に対するインタール点眼液の投与は、原則として

認めない。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

インタール点眼液の適応は「春季カタル、アレルギー性結膜炎」である。ア

レルギー性鼻炎に対しては別に点鼻用のインタール点鼻液がある。 

したがって、単なる「アレルギー性鼻炎」に対するインタール点眼液の投与

は、原則認められないと判断した。 
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